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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、お客さま、株主・投資家、取引先、従業員、地域社会等の多様なステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企
業価値向上を実現するため、経営の透明性、客観性、効率性を高め、経営の監督機能の強化と業務執行の適切なリスクテイクのバランスを取り
つつ、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制を整備・運用するため、コーポレートガバナンス体制の構築・充実に努めてまいります。

なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方として「コーポレートガバナンスの基本方針」（以下「基本方針」といいます。）を制定し、当社
ウェブサイトに掲載しております。また、基本方針に基づく企業戦略・事業展開等の情報を統合報告書として発行し、当社ウェブサイトに掲載してお
ります。

・基本方針　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/corporate-governance/index.html

・統合報告書　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/integrated-report/index.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４ 議決権の電子行使の環境作りや招集通知の英訳】

当社では、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳は現状では実施しておりませんが、機関投資家や海外投資家の今後の
比率動向を踏まえて検討することとしております。

【原則４－１１ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

現時点の取締役会の構成は、人数規模に対して、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を、概ねバランス良く備えていると認
識しております。今後はさらに多様性を拡充する観点から、ジェンダーや年齢等の面を含めた構成が実現できるよう、適切な対処に努めます。

【補充原則５－２－１ 事業ポートフォリオに関する基本的な方針】

中長期的な成長戦略は、中期経営計画Challenge Stage Ⅳおよび統合報告書において公表しております。事業ポートフォリオについては、中期経

営計画の進捗に応じて、情報の開示を進めてまいります。

・中期経営計画をウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/ir-releases/index.html

（発表資料：2025年１月30日付「中期経営計画「Challenge StageⅣ」策定に関するお知らせ」）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

当社は、政策保有株式に係る保有の方針、議決権行使の方針、評価および縮減の方針等を、コーポレートガバナンスの基本方針に定めておりま
す。なお、2025年12月開催の取締役会において、銘柄毎に保有目的、保有リスク、資本コストを踏まえた経済合理性等を精査し、保有の適否を検
証しております。

基本方針「第３章株主の権利・平等性の確保、株主との対話 5.政策保有株式」をご参照ください。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

基本方針「第３章株主の権利・平等性の確保、株主との対話 6.関連当事者取引」をご参照ください。

【補充原則２－４－１ 中核人材の登用における多様性の確保】

基本方針「第４章多様なステークホルダーとの適切な協働5.多様性の確保と人財の育成」をご参照ください。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、確定拠出年金制度を採用しており、アセットオーナーとして企業年金の積立金の運用に関与しておりませんが、資産運用に関する教育研
修の実施により、従業員に対して安定的な資産形成を支援することとしております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

基本方針「第５章適切な情報開示と透明性の確保」をご参照ください。

(1)企業理念、経営計画

・企業理念を当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/about-us/philosophy/index.html

・中期経営計画の発表資料を当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/ir-releases/index.html

（発表資料：2025年１月30日付「中期経営計画「Challenge StageⅣ」策定に関するお知らせ」）

(2)コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針

基本方針「第１章総則 2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。



(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 10.役員の報酬制度 11.指名委員会および報酬委員会」をご参照ください。

(4)取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 7.役員の選解任 11.指名委員会および報酬員会」をご参照ください。

(5)取締役・監査役候補の個々の選解任・指名についての説明

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 7.役員の選解任」をご参照ください。

・取締役・監査役候補の略歴および社外取締役・社外監査役の選任理由を当社ウェブサイトに掲載の「株主総会招集ご通知」に記載しております

のでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/shareholders-general-meeting/index.html

【補充原則３－１－３ サステナビリティについての取組み等】

企業理念およびサステナビリティ基本方針とその取組について開示しております。なお、当社はスタンダード市場を選択しており、TCFDの枠組み
による開示は予定しておりませんが、2024年より統合報告書を発行するなど、開示の充実を図っております。

・当社のサステナビリティへの取組を当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/sustainability/index.html

【補充原則４－１－１ 経営陣に対する委任の範囲】

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 2.取締役会および取締役 (1)取締役会の役割」をご参照ください。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 2.取締役会および取締役 (3)独立社外役員」をご参照ください。

・社外役員の独立性に関する判断基準を当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/corporate-governance/index.html

【補充原則４－１０－１ 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】

当社は、独立役員全員を構成員とする独立役員会議を設置し、取締役会の有効性の評価の取りまとめを行うほか、ガバナンスに関する重要な事
項についても、同会議から適切な関与・助言を得て検討を行っております。

また、任意の委員会として指名委員会および報酬委員会を設置し、取締役および執行役員の選解任ならびに取締役の報酬に関する事項等を諮
問することとしております。

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 2.取締役会および取締役 (2) 取締役会の構成、規模，11.指名委員会および

報酬委員会」をご参照ください。

【補充原則４－１１－１ 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 2.取締役会および取締役 (2)取締役会の構成、規模」をご参照ください。

・取締役・監査役のスキル・マトリックスを当社ウェブサイトに掲載の「株主総会招集ご通知」に記載しておりますのでご参照ください。

https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/shareholders-general-meeting/index.html

【補充原則４－１１－２ 取締役・監査役の兼任状況】

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 9.独立性・兼任方針 (2)兼任方針」をご参照ください。

・取締役・監査役の重要な兼任状況を当社ウェブサイトに掲載の「株主総会招集ご通知」「有価証券報告書」に記載しておりますのでご参照くださ
い。

　株主総会招集ご通知　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/shareholders-general-meeting/index.html

　有価証券報告書　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/securities-report/index.html

【補充原則４－１１－３ 取締役会の実効性についての分析・評価】

当社取締役会は、2025年度の取締役会実効性評価を次のとおり実施しました。

(1)分析・評価の手法

2025年度末に在籍する全取締役・監査役（10名）を対象に、取締役会の構成・議題・運営・体制等に関する全28項目のアンケートを実施しました。
特に、過去の評価で「不十分」との回答があった11項目を重点項目として評点とコメントを収集し、独立社外役員会での意見集約を経て、取締役会
において評価内容を決定しました。

(2)分析・評価の結果

当社取締役会は、毎期、実効性評価を踏まえて改善を積み重ねてきた結果、体制整備と運営の実効性が着実に向上し、また社外取締役や監査
役が忌憚なく意見を表明できる環境にあり、引き続き有効に機能していると分析・評価しました。

主な進展として、議案の範囲・分量や資料の事前配布タイミングなどの運営面が一段と整備されたほか、中長期的な経営課題を議論する運営の
定着や、女性取締役の登用（第73期予定）に向けた多様性の確保も前進しています 。

(3)今後の課題と対応方針

次期（第73期）においては、資本政策や事業ポートフォリオ変革、DX戦略等の重要テーマを優先的に審議するなど、戦略的議論の深化を図るとと
もに、重大な経営リスクに対する取締役会の直接的な関与の強化や、グループ全体の内部統制・報告ルートの再構築に取り組みます。また、新任
役員へのオンボーディングや次世代経営候補者のトレーニング機会の体系化など育成体制を強化し、役員サポートの充実を図ります。これらによ
り、実効性のさらなる向上を図ってまいります。

【補充原則４－１４－２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

基本方針「第２章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 12.取締役・監査役に対するトレーニングの方針」をご参照ください。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

基本方針「第３章株主の権利・平等性の確保、株主との対話3.株主との対話」をご参照ください。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年3月31日

該当項目に関する説明

当社は、現状の株価純資産倍率（PBR）および資本効率を真摯に受け止め、中期経営計画「Challenge Stage IV」（2025年～2027年）において、成

長投資と株主還元の両立による企業価値向上に取り組んでいます。

(1)成長戦略への投資：旧本社ビル売却資金の活用

当社は、2024年度に実施した旧本社ビルの売却により得た資金を、持続的成長のための成長戦略へ集中的に投下する方針です。その中核とし
て、愛知県豊田市に次世代モビリティ技術の研究開発拠点「中部リンケージコモンズ（CLC）」を建設いたします 。

・投資の目的:当社の強みであるデジタル計測とエンジニアリング力を融合させ、次世代モビリティの研究開発を加速させることで新たな価値を創
造します。

・進捗状況:2025年12月に着工済みであり、2027年9月の稼働を予定しています。

(2)資本効率の向上と機動的な資本政策

成長投資と並行し、資本効率（ROE）の向上と株主還元の強化を図ります。

・自己株式の取得: 2026年1月29日の取締役会決議に基づき、総額1億6,000万円（200,000株）を上限とする自己株式の取得を2026年2月より実施

しており、機動的な資本政策を遂行しています。

・目標指標: 2027年度にROE 6.0％以上の達成を目指し、投下資本の効率性を追求します 。

(3)今後の展望

中長期的な「稼ぐ力」の強化に向け、中期経営計画「Challenge Stage IV」（2025年～2027年）の３年間累計で開発投資35億円～40億円、設備投資

40億円の計画を実行してまいります。あわせて、広報・IRの充実により市場との対話を深め、適切な市場評価の獲得とPBRの向上に努めてまいり
ます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

桂　武 656,500 6.29

小野測器代理店・特約店持株会 618,800 5.93

小野測器取引先持株会 596,450 5.72

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 463,740 4.44

水元　公仁 300,000 2.87

小野測器社員持株会 294,840 2.82

安井　哲夫 179,029 1.71

小野　知子 178,845 1.71

浜名　由佳里 135,776 1.30

東洋電機製造株式会社 120,000 1.15

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 12 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

飯田　訓正 学者

木村　岩雄 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

飯田　訓正 ○ －

飯田訓正氏は、大学にてシステムデザイン工
学や内燃機関の研究を指導するほか、自動車
技術会理事や環境省中央環境審議会専門委
員等を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有し
ており、当社グループの企業価値の向上のた
め、適時適切な意見を表明していただくこと、ま
た独立した視点から経営を監督するとともに、
取締役会における意思決定の局面等におい
て、必要な意見を述べていただけるものと判断
いたしていることから、独立役員として指定して
おります。

木村　岩雄 ○

木村岩雄氏は、過去（８年前）に当社の取
引先である東京海上日動火災保険株式
会社に業務執行者として勤務しておりまし
た。同社は当社の株主（2025年12月31日
現在の持株比率0.2％）であります。

木村岩雄氏は、東京海上日動火災保険株式会
社の出身者ですが、同社と当社との取引関係
が、一般的な損害保険契約の締結に止まるも
のであることから、当該取引関係をもって同社
の意思に影響されるものではありません。ま
た、同社以外で当社との取引関係にある組織
への在籍はありません。以上により、木村岩雄
氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそ
れはないものと判断いたしていることから、独
立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 4 0 1 2 0 1
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 4 0 1 2 0 1
社外取
締役

補足説明

当社は、役員の指名および報酬に関する公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機
関として指名委員会および報酬委員会を、2020年11月に設置しました。

指名委員会および報酬委員会は、それぞれ役員４名以上で構成し，その過半数は独立社外役員としており、取締役会からの次の内容の諮問に
応じて、取締役会に対して答申を行っております。

＜指名委員会＞

① 取締役の選解任に関する事項

② 代表取締役ならびに役付取締役の選定・解職に関する事項

③ 執行役員の選解任ならびに役付・特命執行役員の選定・解職に関する事項

④ 後継者計画に関する事項

⑤ その他、経営上の重要な人事に関する事項で、取締役会が必要と認めた事項

＜報酬委員会＞



① 取締役の報酬等の基本的な方針に関する事項

② 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

③ その他、経営上の重要な報酬に関する事項で、取締役会が必要と認めた事項

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携については、監査計画についての情報共有をはじめ、四半期・期末の決算において会計監査
人の報告を受けるほか、適宜情報交換を行っております。

また、これらの監査と内部統制部門との関係については、監査役はコンプライアンスやリスク管理活動の状況等について内部統制部門から定期
的に報告を受けており、内部監査室は監査役の円滑な職務遂行を支援しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

金子　孝雄 他の会社の出身者 △

藤　康範 他の会社の出身者 △

土屋　喜久郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

金子　孝雄 ○

金子孝雄氏は、過去（16年前）に当社の取
引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に業
務執行者として勤務しておりました。同行
は当社の株主（2025年12月31日現在の持
株比率4.4％）であります。

金子孝雄氏は、当社取引先金融機関である株
式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者ですが、同行を
退職後は当社と取引関係にない会社に在籍し
ており、2016年３月の当社常勤監査役就任時
から現在においても同行の意思に影響される
立場にはありません。当社と同行との関係につ
きましては、同行の当社株式の持株による影
響は軽微であると考えます。以上により、同氏
は一般株主との間に利益相反が生じるおそれ
はないものと判断いたしていることから、独立
役員として指定しております。

藤　康範 ○

藤康範氏は、過去（16年前）に当社の取引
先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に業務
執行者として勤務しておりました。同行は
当社の株主（2025年12月31日現在の持株
比率4.4％）であります。

藤康範氏は、当社取引先金融機関である株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者ですが、同行を退
職後は当社と取引関係にない会社に在籍して
おります。2020年３月の当社監査役就任時から
現在においても同行の意思に影響される立場
にはありません。当社と同行との関係につきま
しては、同行の当社株式の持株による影響は
軽微であると考えます。以上により、同氏は一
般株主との間に利益相反が生じるおそれはな
いものと判断いたしていることから、独立役員と
して指定しております。

土屋　喜久郎 ○

土屋喜久郎氏は、過去（13年前）に当社の
取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に
業務執行者として勤務しておりました。同
行は当社の株主（2025年12月31日現在の
持株比率4.4％）であります。

土屋喜久郎氏は、当社取引先金融機関である
株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者ですが、同行
を退職後は当社と取引関係にない会社に在籍
しており、2024年3月の当社監査役就任時から
現在においても同行の意思に影響される立場
にはありません。当社と同行との関係につきま
しては、同行の当社株式の持株による影響は
軽微であると考えます。以上により、同氏は一
般株主との間に利益相反が生じるおそれはな
いものと判断いたしていることから、独立役員と
して指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

社内取締役に対して、会社の業績水準等により業績連動報酬を支給しております。その算定方法は、目標水準を達成した場合を１とすると、その
達成度に応じて0から2.5までの範囲で算定しております。

また、取締役に対して、業績向上と企業価値向上に対する貢献度や株式重視の経営意識を高めることを目的として、役位別に設定された報酬基
準額に基づき株式報酬として譲渡制限付株式を付与しております。なお、社外取締役に対しても、当社における経営に対する助言機能（専門性に
基づく助言等を通じた企業価値の向上）を踏まえ、一定水準の株式報酬を支給することは妥当と判断し、譲渡制限付株式の付与対象としておりま
す。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第72期事業年度（2025年１月～2025年12月）における取締役への報酬等の総額は91百万円です。

報酬等の総額には、譲渡制限付株式に係る株式報酬額を含めております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役報酬体系は、取締役が継続的かつ中長期的な業績向上のために企業家精神を発揮し、経営方針を実現し株主の期待に応えること
に資するものとし、報酬の水準については、当社の発展を担う有為な人材を確保できる水準を目標としております。

当社では、取締役報酬に関して公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、その委
員の過半数が独立役員で構成される報酬委員会を設置しております。

・取締役報酬の体系については、基本報酬としての「固定報酬」、短期および中期の会社業績並びに担当する事業業績を反映する「業績連動報
酬」、株主目線での経営や中長期的な企業価値の向上に対するインセンティブとしての「株式報酬」（譲渡制限付株式）で構成しております。

・総報酬および「固定報酬」は、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用しながら、役位別に妥当な水準を設定しております。

・「業績連動報酬」は、財務指標である会社の業績水準（連結受注高、連結売上高、連結営業利益）および非財務指標である中期経営計画のKPI
等を合わせて用いることで決定しております。その算定方法は、業績目標水準を達成した場合を１とすると、その達成度に応じて0から2.5までの範
囲で算定しております。業績指標として連結受注高、連結売上高および連結営業利益を選定した理由は、当社グループの持続的な企業価値向上
に対する貢献度を測る指標として適切であると判断したためです。

・「株式報酬」は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、報酬の業績連動性を高めるとともに、取締役と株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、役位別に譲渡制限付株式を付与しております。

・社外取締役の金銭報酬については、その役割に応じた水準の「固定報酬」のみとし、「業績連動報酬」は支給せず、「株式報酬」については、当社
における社外取締役による経営に対する助言機能（専門性に基づく助言等を通じた企業価値の向上）をふまえ、支給対象としております。

・取締役の個人別の「固定報酬」および「業績連動報酬」の報酬額は、株主総会で決議された金銭報酬としての上限の範囲において、取締役会の
一任を受けた取締役社長が報酬委員会の答申および取締役報酬内規に基づき決定しております。

また、「株式報酬」は、株主総会で決議された譲渡制限付株式報酬としての上限の範囲において、取締役会において各取締役に対する譲渡制限
付株式の付与株数を決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に対しては総務人事ブロックの取締役会事務部門が、社外監査役に対しては内部監査室および総務人事ブロックが、それぞれ役員
の要請により補佐する体制をとっております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

現在，対象者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

最高の意思決定機関である「取締役会(毎月)」を頂点に、「経営会議(隔週)」、「トップマネジメントミーティング(各四半期に２回)」、「営業会議(上期・
下期の２回)」、「技術進捗会議(随時)」などを開催しており、また業務執行機能の強化および経営効率の向上を目的として「執行役員制度」を導入
し、迅速な経営の意思決定と業務執行の明確化を図っております。

当社は監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンスの機能強化を図るために、取締役会・経営会議などの重要会議には直接監査役が出
席し、意思決定および業務執行に関し、適切な監査が行われるようにしております。なお、監査役全員（３名）は社外監査役であります。

会計監査につきましては、会計監査人による中間・期末の監査に限らず、期中においても適宜監査を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

現在、当社では社外監査役３名が監査役会を構成しております。取締役会・経営会議などの重要会議には直接監査役が出席し、意思決定および
業務執行に関し、適切な監査が行われるようにしております。社外監査役全員は独立役員として指名しており，中立的・客観的な立場から公正・適
切な経営監視機能が果たされているものと考えております。

また、内部統制活動を実施しているJ-SOX推進委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会は、監査役および内部監査室と適宜連携
し、コーポレート・ガバナンスの体制強化を図っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

招集通知発送日を、株主総会開催日の３週間前とすることを原則としております。2026年
は３月２日に発送いたしました。（株主総会開催日：2026年３月19日）

また、招集通知および株主総会資料の当社ウェブサイトへの掲載日（電子提供措置の開
始日）は、2026年２月20日といたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避するとともに、早期に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

法令に基づく開示を適切に行うことに加え、経営戦略、経営計画、リスクやガ
バナンス等、投資家・株主の関心の高い情報、投資判断に関わる情報につい
てもより積極的な開示に努めております。

当社コーポレートガバナンスの基本方針において情報開示の方針を定めてお
り、当社ウェブサイトに掲載しております。

・基本方針「第５章 適切な情報開示と透明性の確保」をご参照ください。

　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/corporate-governance/index.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期に１回、アナリスト・機関投資家向けにIR担当役員が登壇するオンライン
決算説明会を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信およびその他適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主
総会の招集通知等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部門にＩＲ担当を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主の皆様をはじめお客様・従業員・社会・取引先、多様なステークホルダーに対
して、高い透明性のもと公正で健全な関係を築くことを方針としており、当社コーポレートガ
バナンスの基本方針において多様なステークホルダーとの適切な協働を定めております。
また、その取組はサステナビリティ基本方針として当社ウェブサイトに掲載しております。

・コーポレートガバナンスの基本方針「第４章 多様なステークホルダーとの適切な協働」を

ご参照ください。

　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/corporate-governance/index.html

・サステナビリティ基本方針をご参照ください。

　https://www.onosokki.co.jp/corporate/sustainability/index.html

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ISO14001を早期（1997年）に取得し、環境への負荷低減を継続的に実施しております。環
境課題への対応としては、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて社員一人ひとりが
自主的・積極的に環境に配慮し活動を行い、人々のより良い暮らしを支え、豊かな地球環
境の保全と企業の持続的成長の両立に取り組みます。

2025年は、再生可能エネルギーへの転換を加速させるとともに、全社的な省エネルギー施
策の定着を図り、CO２排出量を68％削減（2022年度比）することができました。今後も削減
量の可視化と実効性ある施策の実行を通じて、次世代につながる持続可能な事業価値の
向上に取り組みます。

・サステナビリティ基本方針をご参照ください。

　https://www.onosokki.co.jp/corporate/sustainability/index.html

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社コーポレートガバナンスの基本方針においてステークホルダーに対する情報開示の方
針を定めており、当社ウェブサイトに掲載しております。

・コーポレートガバナンスの基本方針「第５章 適切な情報開示と透明性の確保」をご参照く

ださい。

　https://www.onosokki.co.jp/corporate/ir/corporate-governance/index.html



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、以下の基本方針に則り内部統制の体制を整備しております。

(1)当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社グループの取締役および使用人に法令・定款および社会規範の遵守を徹底するため，当社グループ全体のコンプライアンス体制に係る規
程を制定する。また，当社グループの横断的なコンプライアンス体制を整備するため，行動規範（コンプライアンス・マニュアル）等の作成，教育・研
修の実施など，コンプライアンスに関する取り組みを行うこととする。

　当社グループの取締役および使用人が，法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報およびその内容・対処案が取締役会・監査役会に
報告される体制に係る内部通報規程を制定し当該体制を整備，運用する。

　内部監査室は，コンプライアンスの状況を監査する。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報は，文書または電磁的媒体（以下，文書等という。）に記録し，その取扱は当社社内規程およびそれに関する管
理マニュアルを整備してこれらに従い適切に保存・管理する。

　取締役および監査役は常時文書等を閲覧できるものとする。

(3)当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　損失の危険の管理に関する体制を整備するため，当社グループ全体のリスク管理に関する規程の制定を行い，リスク管理委員会の設置と，そ
の下にリスクカテゴリー（コンプライアンス，情報セキュリティ，品質，輸出管理，環境，災害等）毎の分科会を置くこととする。

　リスク管理委員会は，当社グループ全体のリスク管理を総括し，リスク管理に関する規程の整備，運用状況の確認等を行い，また損失の危険の
ある事態が生じた場合に，その内容・対処案が当社の取締役会・監査役会に報告される体制を整備することとする。

(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　経営組織として取締役会を頂点とし，その下に経営会議，トップマネジメントミーティング，営業会議等を設置し，年度計画に基づく目標達成のた
め，経営判断・業績報告・業務の進捗状況確認等を行う。

　取締役会は毎月１回定例で開催し，取締役会規則に定められている付議事項および付議基準に該当する事項について審議する。また，取締役
会では月次の業績の報告と，その内容について各担当取締役に結果の要因分析とその改善策等を報告させる。

　経営会議は隔週１回定例で開催し，取締役，常勤監査役，執行役員全員が出席する。経営会議では経営会議規程に基づき業務執行に関する
重要事項に係る意思決定を迅速に行い，経営効率を向上させる。

　日常の業務執行に際しては，職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ，権限を委譲された各部署の責任者は当該権限の範囲で意思決
定を行い，業務を執行する。また，各部署の責任者が取締役，常勤監査役に対しその業務執行状況の報告を各四半期終了の翌月に総務部門を
通して提出する。

(5)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社子会社の業務執行の状況を確認するため，当社の定める子会社管理規程に基づき，一定の事項について子会社に対し当社への報告・承
認を義務づけるとともに，当社の各四半期終了の翌月に開催される経営会議において，当社の子会社担当取締役の出席のもと当社子会社の取
締役等を出席させ情報の共有化を進める。

(6)当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社の定める子会社管理規程に基づき，当社の子会社担当取締役等および子会社代表取締役をメンバーとする会議を設置し，当社グループ
全体の経営目標を見据えた当社子会社の経営（事業計画，資金計画，業績評価，組織・人事管理等）に関する事項を策定するとともに，これに伴
う業務について当社の関係部門からの業務提供を行う。

(7)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独
立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する当社社内規程を整備し，次の事項を明記するとともに当該規程を実施，運用する。

・監査役の職務を補助する部門を内部監査部門または総務部門とし，監査役は内部監査部門または総務部門所属の使用人に監査役業務に必
要な事項を命令することができる。

・当該使用人は監査役の指揮命令に関して，取締役，所属部署長等の指示・命令を受けないものとする。

・当該使用人は監査役の指揮命令に従う。

(8)当社の取締役および使用人並びに当社子会社の取締役，監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告
するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

　当社グループの役員および使用人は，監査役会の定めるところに従い，当社の各監査役の要請に応じて主に次の事項につき報告および情報
提供を行う。

・業績および業績見込の発表内容，重要開示書類の内容

・月次の経営状況として重要な事項

　当社グループの役員および使用人は，主に次の事項については発見次第，直ちに監査役に報告を行う。また，当該事項につき通報体制の担当
部署で通報を受けた場合等は，当該部署担当者等より監査役に報告を行う。

・当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

・重大な法令・定款違反

(9)当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社の監査役に報告を行った当社グループの役員および使用人等に対しては，内部通報規程に定められている通報者に対する不利な取扱の
禁止および不利な取扱をした者への処分に関する規定と同様の取扱をすることとする。

(10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理
に係る方針に関する事項　　

　当社の監査役がその職務の執行について，当社に対して費用の前払，負担した債務の弁済等の請求をしたときは，当社は当該請求に係る費用
または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き，当該費用または債務等の支払等の処理を行う。



(11)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社の常勤監査役は，業務執行の状況を把握するため，経営会議，トップマネジメントミーティング，営業会議等の重要な会議に出席する。ま
た，各監査役は必要に応じて業務執行に関する文書等を閲覧し，取締役および使用人にその説明を求めることができる。

(12)財務報告に係る内部統制の強化

　金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制の整備に関し，財務報告の信頼性の確保および資産の保全を達成するために，「統制環境」
「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング（監視活動）」「ＩＴ（情報技術）への対応」の6つの基本的要素を業務に組込み，当社
内のすべての者によって遂行されるプロセスを確立する。

　これらを具体的に実施するにあたり，必要な体制を整備し，運用する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力による被害を防止するため「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした姿勢で
対応，断固として対決する」ことを行動規範として定めており，総務人事ブロックが行政機関等と情報交換を行うとともに顧問弁護士と連携して対
処できる体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



 

 

コーポレートガバナンス体制の概略図

経営・監督

諮問・答申
連携

業務執行

連携

連携 

内部統制・リスク管理

内
部
通
報
窓
口

J-SOX推進

委員会

リスク管理

委員会

コンプライアンス

委員会

報告

顧
問
弁
護
士

助言

報酬委員会 指導

代表取締役
助言

指導

業務執行取締役
執行役員

株　主　総　会

選任・解任 選任・解任 選任・解任

会
計
監
査
人

報告
監査役会

監査役

独立社外監査役

取締役会
取締役

独立社外取締役

指名委員会

連携

内部監査室

内部監査
経営会議

情報共有

営業会議 各部門・関係会社

監督監査

監視

監査

監査

 

 

会社情報の適時開示に係る社内体制の概略図
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